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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】歩行者や自転車の運転者が衝突しても、ケガを
することなく、また表示装置自体が破損することのない
表示装置を提供する。
【解決手段】支柱１の側面に内面が取付けられる表示板
取付具２を外嵌し、該表示板取付具２の被取付面に、前
記表示板の表示面３１の背面３２に突設した取付板３３
をネジ止めされて取付け、該取付板に設けたネジ止め用
の取付孔３４の周縁部を、表示板のそれ以外の部分に比
べ硬度の高い合成樹脂によって形成しているため、歩行
者や自転車が表示装置に衝突し、表示板が弾性変形した
際に、ネジ止めしている取付孔３４の周縁部だけは殆ど
変形することなく強固にネジ止めされているので、表示
板が表示板取付具２から脱落するのを防止することがで
きる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　路面に立設された合成樹脂からなる弾性変形可能な支柱に、合成樹脂からなる弾性変形
可能な表示板が取付けられたことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記支柱の側面に内面が取付けられる表示板取付具が外嵌され、該表示板取付具の被取
付面に、前記表示板の表示面の背面に突設された取付板がネジ止めされて取付けられ、該
取付板に設けられたネジ止め用の取付孔の周縁部は、表示板のそれ以外の部分に比べ硬度
の高い合成樹脂によって形成されていることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記表示板の上端面には、該表示板の表示面に対して直角に延びて、該表示板の中央を
示すマーキングが施されていることを特徴とする請求項１または２に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、道路の路側や歩行帯、敷地内の通路、公園内、遊歩道、自転車道等
の路面に設置される表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、歩道や公園等への車両の進入を物理的又は心理的に防止する車止めや、また公園
の入り口付近に設置され例えば災害時の避難場所を示す表示板、と言った表示装置に関し
ては、数多くの発明がなされており、また車止めの支柱部を弾性を有する合成樹脂により
形成したものについての発明もまた種々なされている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、路面に立設される支柱本体の側面に内面が取付けられる側部
を備え、該側部の外面には表示板を取付けるための取付面が形成されている表示取付具と
支柱本体とを備えた標識柱が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－４６８５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の従来の標識柱である表示装置は、例えば歩行者や自転車の運転者
が表示装置に衝突した際、支柱本体及び表示取付具は弾性を有するため問題はないが、表
示板については何ら考慮されておらず、歩行者や自転車の運転者がケガをしたり、表示板
が破損したりする場合があった。
【０００６】
　本発明は、前記の如き課題を解消し、例えば歩行者や自転車の運転者が衝突しても、ケ
ガをすることなく、また表示装置自体が破損することのない表示装置を提供せんとするも
のである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は次のような構成としている。
　すなわち、本発明に係る表示装置は、路面に立設された合成樹脂からなる弾性変形可能
な支柱に、合成樹脂からなる弾性変形可能な表示板が取付けられたことを特徴とするもの
である。
【０００８】
　また本発明に係る表示装置は、前記支柱の側面に内面が取付けられる表示板取付具が外
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嵌され、該表示板取付具の被取付面に、前記表示板の表示面の背面に突設された取付板が
ネジ止めされて取付けられ、該取付板に設けられたネジ止め用の取付孔の周縁部は、表示
板のそれ以外の部分に比べ硬度の高い合成樹脂によって形成されていることを特徴とする
ものである。なお、前記硬度については、ＪＩＳ　Ｋ　７２１５（－１９８６）に規定さ
れるデュロメータ硬さを測定する方法により測定したものを表す。
【０００９】
　また本発明に係る表示装置は、前記表示板の上端面には、該表示板の表示面に対して直
角に延びて、該表示板の中央を示すマーキングが施されていることを特徴とするものであ
る。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、路面に立設された合成樹脂からなる弾性変形可能な支柱に、合成樹脂
からなる弾性変形可能な表示板が取付けられているため、歩行者や自転車の運転者が当該
表示装置に衝突しても、その衝突の加圧力を受け支柱及び表示板が弾性変形し、歩行者や
自転車の運転者がケガをすることがなく、また加圧力が除去されると表示装置は破損する
ことなく元の状態に復元するため、表示機能を失うことがなく、長期に亘る使用に耐えう
るものとなる。
【００１１】
　ここで、弾性変形可能とは、加圧力によって変形した状態から、その加圧力が除去され
ると、完全に元の状態には戻らなくても良いが、少なくとも元の状態に近い状態に復元す
ることを言う。
【００１２】
　また本発明によれば、支柱の側面に内面が取付けられる表示板取付具を外嵌し、該表示
板取付具の被取付面に、前記表示板の表示面の背面に突設した取付板をネジ止めされて取
付け、該取付板に設けたネジ止め用の取付孔の周縁部を、表示板のそれ以外の部分に比べ
硬度の高い合成樹脂によって形成しているため、歩行者や自転車が表示装置に衝突し、表
示板が弾性変形した際に、ネジ止めしている取付孔の周縁部だけは殆ど変形することなく
強固にネジ止めされているので、表示板が表示板取付具から脱落するのを防止することが
できる。
【００１３】
　また本発明によれば、表示板の上端面に、該表示板の表示面に対して直角に延びて、該
表示板の中央を示すマーキングを施しているため、表示装置を路面に設置する作業を行う
際、道路線形に沿う方向にマーキングを合わせることにより、歩行者や自転車の運転者に
とって表示板が見やすい向きである表示板の表示面が歩行者等に対向する様に設置する作
業を効率よく確実に実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係る表示装置の一実施形態を示す正面図である。
【図２】図１の側面図である。
【図３】図１に示す形態を構成する表示板の背面図である。
【図４】図１に示す形態を構成する表示板の側面図である。
【図５】図１に示す形態を構成する表示板の平面図である。
【図６】図１に示す形態を構成する表示板の底面図である。
【図７】図１に示す形態を構成する表示板の横断面図である。
【図８】図１に示す形態を構成する表示板の縦断面図である。
【図９】図１に示す形態を構成する表示板取付具の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照し、具体的に説明する。
　図１，２に示す様に、本発明に係る表示装置Ｐは、路面に立設された合成樹脂からなる
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弾性変形可能な支柱１と、支柱１の側面である外周面１０ａにその内面が当接された表示
板取付具２と、該表示板取付具２を介して前記支柱１に取付けられた合成樹脂からなる弾
性変形可能な表示板３と、を備えてなる。
【００１６】
　支柱１の外周面１０ａには表示板取付具２が外嵌され、該表示板取付具２に設けられた
被取付面２１に、前記表示板３の表示面３１の背面３２に突設された取付板３３に設けら
れた取付孔３４にネジＢを螺入して、支柱本体１０と表示板取付具２と表示板３とがネジ
止めされて取付けられている。
【００１７】
　支柱１は支柱本体１０とその上端部に配置される支柱キャップ１１とその下部に配置さ
れるベース部１２とを備えている。支柱本体１０は、弾性を有する筒体（本実施形態では
、弾性を有する円筒体）であり、例えばポリウレタン系合成樹脂等の弾性を有する合成樹
脂材料からなる。この構成により、支柱本体１０は、歩行者や自転車または車両の衝突等
の強い外力がかかると折れ曲がり、且つ前記外力が除去されるとその弾性により復元する
ように構成されている。また支柱本体１０は、後に詳述する表示板取付具２よりも軟質で
ある。換言すると、表示板取付具２は支柱本体１０よりも硬質の弾性合成樹脂体である。
【００１８】
　支柱１の支柱キャップ１１及びベース部１２の外周面には、リング状の帯状体にガラス
ビーズが間隔を空けて配置された再帰反射体１３が外周面の周方向全周に亘って設けられ
ている。かかる再帰反射体１３が設けられることにより、注意喚起をより一層図ることが
できる。
【００１９】
　次に、支柱本体１０に表示板取付具２を介して取付けられる表示板３の構成を説明する
。
　図１，３，４に示す様に、表示板３は、正面視矩形板状に形成された表示面３１と、該
表示面３１の背面３２に上下を逆転させた対称形状に突設された一対の取付板３３とを備
え、前記取付板３３には、表示板取付具２を介して表示板３を支柱本体１０にネジ止めす
るための取付孔３４が形成されている。
【００２０】
　そして、該取付孔３４の周縁部３５は、表示板３のそれ以外の部分に比べ硬度の高い合
成樹脂によって形成されている。
かようにすることで、歩行者や自転車が表示装置Ｐに衝突し、表示板３が弾性変形した際
に、ネジ止めしている取付孔３４の周縁部３５だけは殆ど変形することなく強固にネジ止
めされているので、表示板３が表示板取付具２から脱落するのを防止することができる。
【００２１】
　なお、取付孔３４の周縁部３５とは、取付孔３４の縁部のみならず、表示板３を表示板
取付具２を介して支柱本体１０に取付ける際に用いるネジＢのネジ頭が取付孔３４周辺を
押え付ける部分をも含む。更には、その部分より外方に広がった部分を含んでもよく、要
は、支柱本体１０に取付けられた表示板３が外力を受けて弾性変形した際に、取付孔３４
周辺が変形し取付孔３４が拡径されて、固定用のネジＢのネジ頭から表示板３が脱落しな
いようになされていればよい。
【００２２】
　例えば、表示板３をクロロプレンゴムで形成する場合には、ＪＩＳ　Ｋ　７２１５（－
１９８６）に規定されるデュロメータ硬さを測定する方法によりその硬度を測定して、取
付孔３４の周縁部３５の硬度が９０度のものを用い、取付孔３４の周縁部３５以外の硬度
が８０度のものを用いて形成すればよい。
【００２３】
　また、図３，５，６に示す様に、表示板３の上端面３６及び下端面３７には、該表示板
３の表示面３１に対して直角に延びて、該表示板３の中央を示すマーキングである凹溝３
８が設けられている。なお、本実施形態においては、表示板３の中央を示すマーキングは
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凹溝３８であるが、これに限定されるものではなく、凸条であってもよいし、凹部或いは
凸部が微少な間隔を空けて直線上に連続的に設けられたものであってもよい。
【００２４】
　かように、表示板３の上端面３７に、表示板３の中央を示すマーキングである凹溝３８
を設けることによって、表示装置Ｐを路面に設置する作業を行う際、道路線形に沿う方向
にマーキングである凹溝３８を合わせることにより、歩行者や自転車の運転者にとって表
示板３が見やすい向きである表示板３の表示面３１が歩行者等に対向する様に設置する作
業を効率よく確実に実施することができる。
【００２５】
　なお表示板３は、弾性変形可能な合成樹脂、例えばポリウレタン系合成樹脂やクロロプ
レンゴム等のエラストマー等にて形成されて、支柱本体１０同様、歩行者や自転車または
車両の衝突等の強い外力がかかると折れ曲がり、且つ前記外力が除去されるとその弾性に
より復元するように構成されており、歩行者や自転車の運転者がケガをすることがない。
【００２６】
　表示板３の表示面３１は、歩道部と自転車道部の識別案内標識、警戒標識、規制標識、
指示標識、又は補助標識などの道路標識として用いられる。したがってその表面に、通行
する者に注意喚起等するための文字、図柄、色彩等Ｍが表記される。
【００２７】
　この文字、図柄、色彩等Ｍは、通常、裏面側に接着層が設けられたシートＳの表面側に
形成されており、該シートＳを表示板３の表示面３１に貼着して表示板３が形成される。
図１，７，８に示す如く、表示面３１の縁部３１１は四角の額縁状に突設されて、表示面
３１のシートＳを貼着する貼着部３１２から略９０°で縁部３１１が立ち上がるように形
成されている。かようにすることによって、シートＳを表示面３１に貼着する際、縁部３
１１の貼着部３１２側の上端、下端、もしくは側端にシートＳを突き当ててシート貼着部
３１２にシートＳを貼着することができるので、貼着作業を確実に且つ効率的に実施する
ことができる。
【００２８】
　図３に示す様に、表示板３の背面３２の中央付近には、上下左右方向に複数のリブ３２
１が形成されている。当該リブ３２１によって、弾性変形可能な材料で形成されている表
示板３の剛性を向上させると共に、図２に示す様に、表示板３を支柱本体１０に取付けた
際、表示板３の背面３２と支柱本体１０とに形成される隙間を無くすことができ、外観上
好ましい。
【００２９】
　図３に示す様に、上側の取付板３３ａと下側の取付板３３ｂは、上下を逆転させた対称
形状に形成されている。
　すなわち上側の取付板３３ａは、水平板３３１ａと、この水平板３３１ａの左右両側端
部からそれぞれ垂下する垂下側板３３２，３３２とから一体的に形成されており、下側の
取付板３３ｂは、上側の取付板３３ａに対して上下逆転した形状であり、水平板３３１ｂ
と、この水平板３３１ｂの左右両側端部からそれぞれ上方に立上がる立上側壁３３３，３
３３とから一体的に形成されている。
【００３０】
　また図５～７に示す様に、水平板３３１ａ、３３１ｂそれぞれは、その支柱本体１０側
の面が支柱本体１０の外周面１０ａの曲率にほぼ倣うように湾曲形状となされている。
　そして、左右の垂下側壁３３２，３３２どうしの左右方向での離間幅、左右の立上側壁
３３３，３３３どうしの左右方向での離間幅は同一であり、この離間幅は表示面３１の左
右幅に比べて小さく設定されている。
【００３１】
　さらに図２～４に示す様に、垂下側壁３３２の下方と立上側壁３３２の上方には、それ
ぞれ目隠し壁３３４（３３４ａ，３３４ｂ）が延設されている。目隠し壁３３４を形成す
ることによって、表示板３を支柱本体１０に取付けた際、表示板３の背面３２と支柱本体
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１０とに形成される隙間を無くすことができ、外観上好ましい。
【００３２】
　次に、図２，９を用いて表示板取付具２の構成を説明する。
　表示板取付具２は、支柱本体１０の上下方向途中および上部に配置されている。上側の
表示板取付具２は、その内周面が支柱本体１０の上部に外嵌固定され、下側の表示板取付
具２は支柱本体１０の上下方向途中に摺動自在に外嵌されている。
【００３３】
　何れの表示板取付具２も弾性を有する合成樹脂、例えばポリウレタン系合成樹脂にて構
成されており、上下両方向に開口した挿通孔２１を備える略筒形状に形成されている。そ
して、表示板３の背面３２が当接される支持面２３を備えた被取付部２４が前方に向けて
延設されている。さらに具体的には、被取付部２４は、軸線Ｘ１が上下に沿う円筒部２５
の外周一部から円筒部２５の径方向外側へ延設されている。この被取付部２４において、
支柱本体１０（挿通孔２１）から最も離間した端面が前記支持面２３とされている。つま
り被取付部２４の延設方向の先端面が、支持面２３となっている。また、支持面２３は、
円筒部２５の軸線Ｘ１方向に平行な面であり、上下方向に沿った平坦面となっている。
【００３４】
　円筒部２５は、その上下両端面が軸線Ｘ１方向に垂直となるように形成されている。か
かる円筒部２５の孔である挿通孔２１は上下に開口しており、挿通孔２１を形成する面は
凹凸のない滑らかな面となっている。
【００３５】
　被取付部２４は、円筒部２５の略半周に亘る領域が径方向外方へ延設されて形成されて
おり、したがって円筒部２５と被取付部２４とは、接線状に連続して一体となっている。
【００３６】
　支持面２３は、上下方向の長さ（円筒部２５の軸線Ｘ１方向に沿った長さ）が円筒部２
５の上下方向の長さと略等しく、幅方向の長さが円筒部２５の外径の長さと略等しくなる
ように形成されている。
【００３７】
　また支持面２３には、凹部２６が設けられている。凹部２６は、被取付部２４を先端側
からくり抜いて形成されており、所定間隔で複数設けられている。かかる凹部２６を設け
ることによって、表示板取付具２を製造する際の歪みを吸収することができる。
【００３８】
　被取付部２４の平面視形状は、水平板３３１ａ，３３１ｂと相対形状に形成されている
。また、被取付部２４の左右幅は、上側および下側の取付板３３ａ，３３ｂのそれぞれの
垂下側壁３３２，３３２、立上側壁３３３，３３３の左右離間幅に比べてわずかに小さく
設定されている。
【００３９】
　この構成により、上側の取付板３３ａが上側の表示板取付具２の被取付部２４を上方お
よび側方で覆う（外嵌合される）ようになっており、上側の取付板３３ａの水平板３３１
ａが上側の表示板取付具２の被取付部２４の上面に載置可能になっている。また、下側の
取付板３３ｂが下側の表示板取付具２の被取付部２４を下方および側方で覆う（外嵌合さ
れる）ようになっている。
【００４０】
　このような構成の表示板取付具２を用いて、表示板３を支柱本体１０に固定するには、
次のようにして行う。
　上側の取付板３３ａの水平板３３１ａで上側の表示板取付具２の被取付部２４をその上
方で覆い、上側の取付板３３ａの垂下側壁３３２，３３２で被取付部２４をその側方を覆
うようにして、上側の取付板３３ａを上側の表示板取付具２の被取付部２４に前方から外
嵌する。このとき、上側の取付板３３ａの水平板３３１ａを上側の表示板取付具２の被取
付部２４の上面に載置するようにすることができる。
【００４１】
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　同時に、下側の取付板３３ｂの水平板３３１ｂで下側の表示板取付具２の被取付部２４
をその下方で覆い、下側の取付板３３ｂの立上側壁３３３，３３３で被取付部２４をその
側方を覆うようにして、下側の取付板３３ｂを上側の表示板取付具２の被取付部２４に前
方から外嵌する。
【００４２】
　この際、道路線形に沿う方向にマーキングである凹溝３８の向きを合わせて、歩行者や
自転車の運転者にとって表示板３が見やすい向きである表示板３の表示面３１を歩行者等
に対向する様になす。
【００４３】
　そして、上側の取付板３３ａにおいては、その垂下側壁３３２，３３２の取付孔３４，
３４からタッピングネジＢを挿入して、表示板取付具２の被取付面２１に螺入し、下側の
取付板３３ｂにおいては、その立上側壁３３３，３３３の取付孔３４，３４からタッピン
グネジＢを挿入して、表示板取付具２の被取付面２１に螺入する。
【００４４】
　ここで、表示板取付具２の被取付面２１は、本実施形態においては円筒部２５の側面と
なっているが、これに限定されるものではなく、被取付部２４の側面２４ａまたは上面２
４ｂまたは下面２４ｃであってもよい。更には、表示板３の表示面３１側からネジＢを螺
入させて表示板３を取付ける、つまり被取付部２４の支持面２３を被取付面２１としても
よい。
【００４５】
　この時、取付孔３４の周縁部３５が、表示板３のそれ以外の部分に比べ硬度の高い合成
樹脂によって形成されているので、タッピングネジＢを螺入しても、取付孔３４が拡径さ
れることなく、表示板３が表示板取付具２を介して支柱本体１０に強固に固定される。
【００４６】
　上記のようにして表示板３を支柱本体１０に固定するとき、上側の取付板３３ａの水平
板３３１ａを上側の表示板取付具２の被取付部２４の上面に載置するようにすれば、表示
板３を表示板取付具２に仮置きした状態とすることができる。これによって、ネジＢによ
る表示板３の表示板取付具２への固定作業が行い易く、少ない労力でしかも正確に表示板
３を表示板取付具２に固定することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　本発明によれば、路面に立設された合成樹脂からなる弾性変形可能な支柱に、合成樹脂
からなる弾性変形可能な表示板が取付けられているため、歩行者や自転車の運転者が当該
表示装置に衝突しても、その衝突の加圧力を受け支柱及び表示板が弾性変形し、歩行者や
自転車の運転者がケガをすることがなく、また加圧力が除去されると表示装置は破損する
ことなく元の状態に復元するため、表示機能を失うことがなく、長期に亘る使用に耐えう
る表示装置として好適に利用できる。
【符号の説明】
【００４８】
１　　　支柱
１０　　支柱本体
１０ａ　外周面
１１　　支柱キャップ
１２　　ベース部
１３　　再帰反射体
２　　　表示板取付具
２１　　被取付面
２２　　挿通孔
２３　　支持面
２４　　被取付部
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２４ａ　側面
２４ｂ　上面
２４ｃ　下面
２５　　円筒部
２６　　凹部
３　　　表示板
３１　　表示面
３１１　縁部
３１２　シート貼着部
３２　　背面
３２１　リブ
３３　　取付板
３３ａ　取付板
３３ｂ　取付板
３３１　水平板
３３１ａ水平板
３３１ｂ水平板
３３２　垂下側板
３３３　立上側壁
３３４　目隠し壁
３３４ａ目隠し壁
３３４ｂ目隠し壁
３４　　取付孔
３５　　周縁部
３６　　上端面
３７　　下端面
３８　　凹溝
Ｐ　　　表示装置
Ｍ　　　文字、図柄、色彩等
Ｂ　　　ネジ
Ｓ　　　シート
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